
令和 3年度市民税・県民税申告の手引
市民税・県民税申告は、令不□3年 1月 1日現在、住民票をおく市町村に提出します。この申告は、市民税・県民税を

算定する基礎となるほか、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料・介護保険料の算定や、所得証明書の資料になる重

要な手続きです。申告が必要となる方は 3月 15日 (月 )までに必ヾヽ 出してください。

◎申告の要・不要は、このフロー図で判断してください。

◆賠償金や給付金などの税法上の取扱いについて
非課税所得については、市民税 0県民税申告の必要はありません。
東京電力(株 )か ら支払いを受けた仮払補償金は、東京電力(株 )と被害者との間で、本賠償の合意に至つた日の年の収入として申告
して<ださい。

申告書の提出期限は3月 15日 (月 )です
郵 送 先

間含せ先

〒975‐8686
南相馬市役所

南相馬市原町区本町二丁目27番地 南相馬市役所 税務課市民税係

税 務 課 市 民 税 1系   電話 0244-24-5226

は い

所得税の「確定申告書」を税務署に提出する方

申告は不要です

()主 3)

・収入が給与だけの方で、勤務先で年末調整を受けており、勤務先から南相馬

市役所に「給与支払報告書」が提出されている方 (勤務先に必ず確認してく

ださい。)

。収入が/AN的 年金だけの方、又は、公的年金等と給与で、南相馬市役所に年金

支払者から「/AN的 年金等支払報告書」が提出されており、かつ、勤務先から

年末調整の済んでいる「給与支払報告書」が提出されている方 (注 1)
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中
に

収
入
の
あ
っ
た
方

令和 2年中に収入のあつた方で、上記以外の方 (注 2)

・蓄えや仕送りなどで生活している方
・親族に扶養されている方で、扶養者と同居していない方

は い

令
和
２
年
中
に

収
入
の
な

，
っ
た
方

。国民健康保険に力0入 している世帯主の方
。後期高齢者医療保険の被保険者や、その世帯主の方
。介護保険 1号被保険者 (65歳以上の方)

。所得証明書等が必要な方

いいえ

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
南
相
馬
市
に
居
住
し
て
い
る

申告が必要です

南相馬市内に家屋敷、事務所 。事業所を有する方

注 1

,主 2

注 3

公的年金の源泉徴収票に記載の扶養対象者などに変更のある方や、社会保険料などの控除を受けたい方は、申告が必要です。

下記C12の方は、所得税の確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税の申告が必要となります。

3給与等のすべてについて所得税が源泉徴収されている給与所得者で、

(ア )1か所から給与を受けていて、年末調整済みの給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が 20万以下の方。

(イ )2か所以上から給与を受けていて、年末調整済みの主たる給与所得及び退職所得以外に、所得や従たる給与の収入がありその

合計額が 20万円以下の方。
※(ア )(イ )と も、年末調整した場合はその控除額に変更のない方。

2公的年金等収入金額が 400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が 20万円以下の方。
この欄に該当し、市民税・県民税の申告書が郵送された場合、3「確定申告書を提出する方」は申告書の裏面 「適用特例条文 。

特記事項等」の欄に「確定申告書提出」と記入、2「給与支払報告書が、勤務先から南相馬市役所に提出されている方」は申告書の裏
面 「適用特例条文・特記事項等」の欄に「給与支払報告書提出済」と記入し、南相馬市役所税務課に提出してください。(郵送可)

賠償金等の区分 課税・非課税 所得区分 収入があつたとされる年

●避難生活等による精神的損害に対する賠償金

非課税

(申 告不要)

●生命・身体的損害に対する賠償金

●検査費用 (人、家事用資産のもの)に対する賠償金

●避難・帰宅費用、一時立入費用に対する賠償金

●転居費用に対する賠償金

●通勤費増力□額に対して支払いを受ける賠償金

●雇用保険の失業等支給金

●生活再建支援金

●義援金、災害弔慰金

●事業等の損害のうち、追力目的費用にかかるものに対する賠償金

課 税

(申 告要 )

原則、合意書を提出 した日の
年、ただし、継続して支払いを
受ける減収分に対する賠償金
は、補償対象期間に応じた年の
年収としても差し支えない。

●検査費用 (物 )の うち、業務用資産及び棚卸資産にかかるものに対する

賠償金

●事業等の損害のうち、減収分に対して支払い を受ける賠償金

●給与等の減収分に対 して支払いを受ける賠償金 一時所得 合意書を提出した日の年

事業所得



市民税・県民税申告相談会・所得税確定申告書作成会日程

※上記の会場では、所得税の申告書作成会も行います。ただし、青色申告、所得控除の 除や税額控除の住宅借

入金等特別控除 (初年度)がある方の確定申告、土地、建物、株式等の譲渡所得、山林所得、消費税、過年分など

の確定申告の相談は受付出来ません。該当される方は、相馬税務署が開設する確定申告書作成会場をご利用ください。

※申告相談会を開催 している間は、市役所税務課と各区役所市民総合サービス課での申告相談や申告書の提出はでき

ません。申告相談会会場へお越しください。

※2月 15日003月 2日ωは会場移設作業のため、申告相談や申告書提出はできません。
※昨年度より、自署した確定申告書は受付できません。相馬税務署宛に郵送または下記の確定申告書作成会場に提出

してください。

相馬税務署が開設する確定申告書作成会場

持参 する資料等
1.印鑑、郵送された市民税・県民税申告書 ※申告書は2/3発送予定 (前年申告者等に対し郵送します。)

(申告書は、申告相談会会場に用意していますので、無くても受付可能です。なお、南相馬市のホームページか
らもダウンロードできます。)

2.給与 。公的年金等の源泉徴収票や給与明細など、令不□2年中の収入がわかる書類
3.営業・農業・不動産所得があつた方は、収支計算書や帳簿類 (収入や経費がわかる書類)

4.令不□2年中に支払つた生命保険料 。地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書
5.令不□2年中に支払つた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料や国民年金保険料などの領収書や

市が発行する社会保険料控除対象額のお知らせ
6.寄附金控除を受ける方は、寄附先が発行する寄附金受領証明書
ア.障害者控除を受ける方は、障害者手帳や福祉事務所が発行する障害者控除対象者認定書
8.東京電力いから就労不能補償や営業・農業・不動産所得の減収分に対する賠償金の支払いを受けている場合

は、その明細書又は賠償金額がわかる書類
9,マ イナンバーカード又は通矢□カード (通矢Eカ ードの場合|ま身分を証明するものc例 ,運転免許証、健康保険の被保険者証など)

※控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者の申告をする場合、該当者の個人番号を確認できるものも持参ください。
10.「確定申告のお矢□らせ」はがき又は封書 (税務署から送付された方のみ)

申告書 は郵送 でも提 出できます

入院や市外に避難しているなどの理由で申告相談会会場へお越しになれない場合は、郵送にて申告書を提出し
てください。添付する資料や書き方は下表のとおりです。

※添付する資料がある場合は、のり付けせずに同封してください。

確 定 申 告 書 を 提 出 す る 方
申告書裏面の「適用特例条文・特記事項等」の欄に「確定申告書提出」
と記入し、提出して<ださい。

給与・ 公的年金収入 の あ つた方 源泉徴収票のコピーを添付してください。

営業・農業 0不動産収入のあつた方 「収支内訳書」を作成し、同封してください。

各 種 控 除 の 申 告 を さ れ る 方
社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金等の控除を受
けるための証明書又は領収書のコピーを添付してください。

収 入 の な か っ た 方
申告書裏面の「収入のなかった方の記入欄」の該当する項目を記入し、
提出してください。

期  間 場  所 受 付 時 間

2/9ω-2/120
※平日のみ開催

小高生涯学習センター
「浮舟文化会館」【多目的ホール】

(住所 :南相馬市小高区本町二丁目89-1)

○午前 8時30分～

定員になり次第終了

受付人数は 1日 あたり
110人となります。
※定員になり次第受付

終了 しますのでご了承

ください。

2/160～ 3/1個 )

※平日のみ開催

原町生涯学習センター
「サンライフ南相馬」【集会室】

(住所 :南相馬市原町区小川町 322-1)

3/31■l～ 3/150
※平日のみ開催

※3/150は午前のみ

鹿島農村環境改善センター
「万葉′Sヽ れあいセンター」【大会議室】
(住所 :南相馬市鹿島区寺内字迎田 22)

期  間 場  所 受 付 時 間

2月 1日0～ 3月 15日帽)

※土 。日・祝を除く

電話  0244-36-3111(本目馬税務署 )

相馬市振興ビル (JR相馬駅南側 )

(住所 :相馬市中村字塚ノ町65-16)
午前 9時～午後 4時
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南相馬市長

様

年  月  日提出

3所得から差し引かれる金額に関する事〔支払等を証け1で きる書類や証明書のコピー添付〕

D雑 損控除

の 原 因 の

金 額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災1手関連支出の金額

II, IIl |!]

]医療費控除
保険金などで補填される金額

ブ セルフメディケーションを選択する17,000  円 IIl

■21
社会保険料

控   除

‐
会 保 陰 の

国民健康保険料 179,190 1ll

介護保険料 60,950

:[ 240,140

14
生命イカt険オ1

控   除

円 120,000 11:

6Dご

IIl

σ)

30,000 |ll

15
地震保険料

控   除

地震保険料の計 果『

50,000 IIl |リ

3‐ l寡婦、ひとり親

J勤労学生控除 〔
16 屍飼 

‐3‐∃
離婚  □ 1膚 [講 〕□

(学校名)18□
 勤労学生控除

D障害者控除

ミナミツウマ  マツオ 障害の

程度

精神
戦傷 2

その他
氏

名 南相馬 松夫
個人
番号 01112131415161718191012

障害の

程度

身体・精神
療育・戦傷
その他

級
1支氏

名

個人
番号 | | | | | | | | | | |

ID～ 0
配偶者控除。

配偶者特別控除
・同一生計配偶者

配
偶
者

ミナミツウマ  ハナコ 生年月 H 33・   9・ 4
氏

名 南相馬 花子
配 偶 者 の

合計所得
/1・

額
100,000円

個人
番号 01112131415161718191013 一 同一生計配偶者

一 1控除対象配偶者を除く |

2平
成

扶 17
年

1

養 月

1

控
以

Hl

除 生

ミナミツウマ  マツオ ′
11年 月 日 同肝・別ケIの Iκ 分 続

柄 父氏

名 南相馬 松夫 ゐ|

人

平
11・  1 ・14 同居

⑪

個人
番け 01112131415161718191012 控除額 38

万円

ミナミツウマ  サキコ 生年月日 同居・別肝の区分 続

柄 子氏

名 南相馬 咲子 も:李
53.4 .20 ①

・ りいl

個人
番号 01112131415161718191014 控除額 33

ノJ円

ミナミツウマ  シ
゛
ロウ 生年月日 同居・別居の区分 続

柄 子の子氏

名 南相馬 次郎 路:6 10・ 5。 12 別 |:ll

人

号

個
番 01112131415161718191015 控除額 45万

円

イ11年 月 日 同居・別居の区分 続

柄氏

名

人

平

明

昭
同居 ・ 別 L:ト

個人
番ケ

控除額
プ」円

14

16成
歳 17

来 年

満 1

の 月

扶 2

養 |]

親 以
族 後

Ji

ミナミソウマ  ミライ 生年月 Ll 同居・別た1の 区分 続

柄 子の子氏

名 南相馬 未来 υ
令和

17・ 3・ 3 ①
・

"1居
個 人

番 け 01123141516171819106
生年月日 同居。別居の区分 続

柄氏

名

成

和

平

令
同居 ・ り」「 |

人

号

個
番

′li年 月H 同居。ワ叫1の 区分 続

柄氏

名
平成
4)千 ll

同居 ・ 別九11

個人
番号

扶養控除
の

116万 円

令和3年度(2年分)市民税・県民税申告書
(兼 l]民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料申告書)

号U居 の扶養親族等がいる場合には、裏面「15」 に氏名、個人
及び住所を記入してください

=

5給与。公的年金等に係る所得以外 (令和3年 4月 1日

において65歳未満の方は給与所得以外)の市民税・県
民税の納税方法

ヱ 給与(公的年金等)か ら差引き(特別徴収)

三 ド1分 で納付(普通徴収)

=「
個人番号J lllllに は、個人番号(行 政手続きにおける特定の個人をi哉

別するための番号の利用等に関する法律第 2条 第5項 に規定する1‖

人番号をいう:)を 記載してください
=

]営業・農業・イく動産収入がある方は、「収支内訳書」をあわせて提出し

てください
=ま た、分離課税に係る所得等のある方は、「I卜 民税・県民税

申告書(分離課税等用)」 をあわせて提出して下さい
:

※裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

世帯番 号
‐

宛名番号

フリガナ ミナミツウマ  タロウ 電話番号 0244¨ 24-5226

氏   名 南相馬 太郎 r‖ 業種又は
勤 務 先 (株 )南相馬

′
liイ11月 「

|

大・⑭
平・令

31・   7・  6 世帯主の

氏  名 南相馬 太郎
続柄

(本人 )

1司 人番号
|マイナンバー|

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

収

入

金

額

等

事

業

営 業 等 ア

農   業 イ

不  動  産 ウ 240,000
禾J 子 エ

酉己 当 オ 30,000
給    与 カ 2,520,560

雑
公的年金等 キ 310,020
そ の 他 ク 1,527,530

総
合
譲
渡

短   期 ケ

長   期 コ

時 サ 0

所

得

金

額

事

業

,1業 等 ①

農   業 2

不  動  産 （３ 174,540

禾J 子 ■

酉己 当
一
２ 30,000

給 与 1,684,000

雑
〓ピ 1,222,452

総合譲渡・一時 輌) 0

合    計 3,110,992

4

所

得
か

ら

差

し

ヲ|

か

れ

る

金

額

雑 損 控 除

医 療 費 控 除 0 5,000

社会保険料控除 12 240,140
小 規 模 企 業
共 済 等掛 金控 除

・‐３

一

生命保険料控除 14 56,000
地震保険料控除 G) 25,000

寡 婦 控 除

ひ と り親控 除 17

勇

匡
, 労 学 生 、
1害 者 控 除

　ヽ
”

300,000
配 偶 者 控 除

一２

・
330,000

配偶者特別控除 こ

扶 養 控 除 ② 1,160,000

基 礎 控 除 0 430,000
/、

言十 こ 2,546,140

番 号

申 告 書 の 書 き 方  記 載 例 (表 面 )

li

σ)百



1あ なたを決養

住所

氏名

電話

仕送 りしていた人の住所・氏名

(続柄 )

2学生で した

学校名

卒業予定 年  月  日

3次のいずれかを受給していた,(該 当するものに」}

遺族年金   障害年金 ・ 雇用(失業)保険

児童手 1` ・ その他 (

1生活保護を受けていた。

受給期間 S・ H・ R

5貯金

6そ の他 (L記以外の理由 )

6収入のなかった方の記入欄

7給与所得の内訳 〔明細がある場合はコピー添付〕
ある人で、源泉徴 1又票のない

8雑所得 (公 的年金等以外)に 関する事項 :え払調書や支払明細(証 明)書等のコピー添fサ 〕

9 コピー添付

10 関 る 〔支払通知書・年間取り報告書等のコピー添付:

配 当 割 額 控 除 額

株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 控 除 額

特定配当等に係る所得全額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所
得割額の控除を受けようとする場合は、Lの 各欄に配当割額及び株式等譲渡所得割額を書き入れてくだ
さい

:

11寄附金に関する事項 〔寄附金受領証明書のコピ

る

し

支出した寄附全に応じて、各欄に寄附先名称
「条例指定分」の

~福
島県J lll相 馬市Jの 各欄 |

寄附金額を記入してください.

・寄附金額を記入して ください
:

こは、福島県又は福島県の条 F」 で指定 された寄附先名称

12 の

右上のケ・コ・サの

右のtの金額を表面
13事業専従者に関する事項

に る 書 細書等のコピー添付〕

してください.

14事業税に関する事項

15 に る

金額調整控除に関す る

種  日 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

個人年金 」A共済 126,000 
円

111,000円

配分金 シルバー人材センター 580,000 115,860

その他 農地復興組合Ⅲ l 821,530 78,218

■1農首:経 営者の方は、農業収サヽ と合わせて 「農業」で 申告 ください。

申告書の書き方

記載例 (裏 面)

所得の生ずる場所 支払確定年月日 収入金額 必要経費

株式配当 1:証券 R 2・ 12・ 1 30,000 
円

0円

用 言己 頂 等

株式等に係る配当所得等について、所得

税と異なる課税方式を選択する場合 (総

合課税、申告分離課税、申告不要制度)

は、その旨を明記してください。
※納税通知書が送達される日までに、市

民税・県民税の申告書を提出すること

により選択することができます。

6 収入 のなか つた方 の記入欄

収入がなかつた方も、非課税証明書の交

付や国民健康保険税・後期高齢者医療

保険料 。介護保険料の算定などの基礎

資料になりますので、市民税・県民税申

告をしてください。

7 給 与 所 得 の 内 訳

源泉徴収票等証明のない方 (アルバイ

ト、パート、日雇いなど)は記入してくだ

さい。勤務先が一定しない場合は、主な

勤務先について記入してください。
※表面の「力」に収入金額、「⑥」に給与所

得の計算方法より算出した所得金額を

記入してください。

8
雑 所 得 (公 的 年 金 等 以 外)

に  関  す  る  事  項

※表面の「ク」に収入金額、「⑦」に収入金

額から必要経費を差し引いた所得金額
を記入してください。

9 配 当 所 得 に 関 す る 事 項

※表面の「オ」に収入金額、「⑤」に収入金

額から必要経費を差し引いた所得金額
を記入してください。

0
配 当 害J額 又 は株 式 等 譲 渡
所得割額の控除に関する事項

蠍

度

上場株式等に係る配当所得、源泉徴収を

選択した特定□座内の上場株式等譲渡
所得を申告し、配当割額又は株式等譲渡
所得割額の控除を受けようとする場合
に記入してください。
※これらの所得を申告した場合は、合計
所得金額に含まれ、扶養控除の適用可否
を決める所得金額に反映されます。ま
た、各種保険料等の算定基準に影響する

場合もあります。

【利益配当金受領証や

年間取引報告書を添付】:

11 寄 附 金 に 関 す る 事 項

次の①～④の団体に対して行つた寄附の合計額が 2千円を超える場合に記入してください。

[::::[息 [[言1春葉例により指定した団体等
※①の団体に対して寄附を行つた場合で、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるため「寄附金税額控除
に係る申告特例申請書」を提出していても、ふるさと納税先団体が 5団体を超えた場合には、ワンストップ特例制度
の適用が受けられなくなります。また、確定申告や市民税・県民税申告をされる場合、寄附金に関する申告が必要と
なります。                                     厳 明書,,:||「―添4il

2 総 合 譲渡・一 時所得 の
所得金額 に関する事項

※「ケ」「コ」「サ」の金額を表面の「1収入金額等」の該当欄に記入し、「③」の金額を表面の「2所得金額」の該当
欄に記入してください。

3 事業専従者に関する事項

生計を―にする配偶者やその他の親族 (15歳以上) で、事業に専ら従事した者がいる場合に記入してください。た
だし、配偶者控除、扶養控除と重複して適用することはできません。
控除額 :「86万円 (配偶者以外の場合は50万円)」 又は「専従者控除額を差し引く前の所得金額÷ (事業専従者の

数+1)」 のいずれか少ない方の金額

4 事 業 税 に 関 す る 事 項
事業を営んでいる方で該当する項目がある場合に必要事項を記入してください。
詳しくは、相双県税事務所へお問い合わせください。

15 別居の扶養親族に関する事項 別居の控除対象配偶者、扶養親族がいる場合に記入してください。

6 所 得 金 額 調 整 控 除

次の①または②のいずれかに該当する場合、 ら一 の 控除します。
x①r該当する方に就いて記入してください。(②に該当する場合は記入の必要はありません)

①

給与等の収入850万超かつ下記事由に該当する場合
・本人|
・特別 |

控除額

が特別障害に該当・23歳未満の扶養親族を有する

誕 R3κttT量謳第瑠 爾 、3%
②

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金に係る雑所得の
金額が 10万円を超える場合

基肇雪16禽T〒
得控除後の給与等の金額+公的年金に係る雑所得の

月 日  給 月   1又

合   計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

都 道 府 県、市 町 村 分
(特 例 控 除 対 象 )

管 ラ(7誉 ど 11毎
都 道 fl県 、市 町 村 分
(特 例 控 除 対 象 外 |

福島県共同募金会 10,000

条例指
南村1馬「

福 島 県

適用特例条文 ,特 記事項等

所得の生ずる場所 収入金額 必要経費 劇文人ご警ビ撃L群せ) 特別控除額
所 得 金 額

(差り1金額 ―特 別 拌 除 額 )

短 期 ケ

総合譲渡
長 期

時 サ

イ)計  ケ+〔 {コ +サ )× 12, 0円|■

明  人 別料の場合
の住所

| | l l l l l : | | | 皆殺|
0従者幹,

の住所

番号 賃妻
|

0従キt,

の住所

行霧|

非 課 税
所得など

前 年 中の
開 廃 業

開始 ・ 廃 |11

月 「1

二 他樹
`道

府県の事業所等

分̈一
端 南相馬 松夫 0111213:451617:8191012

・ |■ |:■ ■‐1::■ |「

=:■
1.卜|'「 11'I■ 11

1 |



ア ① 営業等

Ш
小売業、製造業、建設業、飲食業などの事業経営による所得又は、大工、左官、外交員、集金人などから生ずる所得
・所得金額 :収入金額―必要経費 【別紙収支内訳書 |―援用)も提出l

イ ②

事

　

業
農  業

米、野菜、果樹、花の栽培、家畜、採卵、肥育、酪農品の生産などから生ずる所得
・所得金額 :収入金額―必要経費 【別紙収支内訳書(農業所得用)も提出】

ウ ③ 不 動 産
家賃、地代、駐車場代などの所得 (土地や建物を賃貸する場合に受け取る権利金、敷金、更新料などを含みます。)

。所得金額 :収入金額―必要経費 【別紙収支内訳書杯 動き所得書)も 提|::

工 ④ 利    子
預貯金、公社債の利患などによる所得 (源泉分離課税されているものは、申告不要です。)

。所得金額=収入金額

オ ⑤ 配    当

株式等の配当金、出資の配当金、剰余金の分配金などによる所得
※一定の上場株式等以外の場合で、所得税は申告不要とされるものでも、市民税・県民税申告は必要です。
※裏面の「配当所得に関する事項」にも記入してください。
。所得金額=収入金額―株式などの元本を取得するための負債の利子         【源泉徴収票等支払明細のコピー添付〕

カ ⑥ 給    与

給料、賃金、賞与又は事業専従者給与などの所得
※源泉徴収票が発行されなかつた方は、裏面の 「給与所得の内訳」表内に記入してください。
・給与所得の計算方法

給与等の収入金額 (円 ):A 給与所得の金額 (円 )

550,999円 l以下 0円

551,000円 -1,618,999円 A-550,000円で求めた金額

1,619,000円 -1,619,999円 1,069,000円

1,620,000円～1,621,999円 1,070,000円

1,622,000円 -1,623,999円 1,072,000円

1,624,000円 -1,627,999円 1,074,000円

1,628,000円 -1,799,999円
A÷ 4=B

(千 円未満切捨 )

B× 2.4+100,000円 で求めた金額

1,800,000円 -3,599,999円 B× 2.8-80,000円で求めた金額

3,600,000円 -6,599,999円 B× 3.2-440,000円 で求めた金額

6,600,000円 -8,499,999円 A× 0,9-1,100,000円で求めた金額

8,500,000円 1以上 A-1,950,000円   で求めた金額

【源泉徴収票や給与支払明細のコピー添付】

国民年金、厚生年金、恩給、公務員等共済組合などの所得
※障害年金、老齢福祉年金、遺族年金等は非課税年金です。裏面の「6収入のなかつた方の記入欄」に記入してください。
・公的年金等の所得の計算方法

年齢区分 公的年金の総収入額 (円):A
年金所得の金額 (円 )

公的年金以外の所得の合計所得金額
1,000万 以下 1,000死テi置2,000死テ1以下 2,000万テi超

65歳未満

S31.1.1

以降生まれ
( )

400,000きぎC
0

0 0
500,000きこ「C

A-40万600,000言:「ё A-50万
60万超  130万以下 A-60万

130万超  410万 以下 A× 0.75-27.5万 A× 0.75-17.5万 A× 0.75-7.5万
410万超  770万 以下 A× 0.85-68.5万 A× 0.85-58.5万 A× 0.85-48.5万
770万超  1,000万以下 A× 0.95-145.5万 A× 0.95-135.5万 A× 0.95-125.5万

1,000死テiヨ A-195.5万 A-185.5万 A-175.5万

65歳以上

S31.1.2

以前生まれ
( )

900,000きて
‐
で

0
0

0
1,000,0008ぎ ё

A-90万1,100,000きぎё A-100万
110万超  330万 以下 A-110万
330万超  410万 以下 A× 0.75-27.5万 A× 0,75-17.5万 A× 0,75-7.5万
410万超  770万 以下 A× 0.85-68.5万 A× 0.85-58.5万 A× 0,85-48.5万
770万超  1,000万以下 A× 0,95-145.5万 A× 0.95-135.5万 A× 0.95-125.5万

1,000死テi超 A-195.5万 A-185.5万 A-175.5万

【公的年金等の源泉徴収票のコピー添付】

キ

公

的

年

金

等

その他

郵便局年金契約、生命保険契約等に基づく年金 (個人年金)、 互助年金、内職、講演料、シルバー人材センターの配分金や農

地復興組合の交付金など、ほかのいずれの所得にも該当しない所得

※裏面の「8雑所得 (公的年金等以外)に関する事項」にも記入してください。
【源泉徴収票や支払明組のコピー添付 l・所得金額 :収入金額―必要経費

ク

② 雑

ケ 短  期

土地、建物以外の自動車や機械などの資産を取得の日以降5年以内に譲渡することによる所得

※裏面の「12総合譲渡 。一時所得の所得金額に関する事項」にも記入してください。

・所得金額 :収入金額―必要経費―特別控除 ③
総恥
　
　
　
　
　
　
〈□ 長  期

土地、建物以外の自動車や機械などの資産を取得の日以降5年を超えて譲渡することによる所得

※裏面の「12総合譲渡 。一時所得の所得金額に関する事項」にも記入してください。

・所得金額 :(収入金額―必要経費―特別控除)× 1/2 ③

コ

日寺

生命保険や損害保険等の満期払戻金や解約金などの所得

※裏面の「12総合譲渡 。一時所得の所得金額に関する事項」

・所得金額 :(収入金額―必要経費―特別控除)× 1/2 ③ 【支払通知書などのコピー添付】
にも記入してください。サ

③

③ :特別控除は最高50万円 (収入金額から必要経費を差引いた金額が50万円未満の場合はその金額)

金



⑩ 雑 損 控 除
災害・盗難・横領などにより住宅や家財などに損害を受けた場合【保険金で補填される金額の証明書や災害関連支出の領収証などの添付】
控除額 :「損害金額―保険金等で補填される金額― (総所得金額等×10%)」 と「災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方の金額

0 医 療 費 控 除

本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費又は特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合
医療費控除額 :支払つた医療費の額―保険金等で補填さねる金額― (総所得金額等の5%又は10万円のいずねか少ない方の金額)

<限度額200万 円>
セルフメディケーション税制による控除額 :特定一般用医薬品等購入費―保険金等で補填される金額-1.2万 円 <限度額88,000円 >
※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例は、従来の医療費控除との選択適用となります。選択する場合は、該当欄にチェッ
クを入れてください。なお、選択した控除を、変更することはできません。 【領収証、定期健康診断の結果通矢口表等のコピー添付】

⑫ 社会保険料控除
本人又は本人と生計を―にする配偶者やその他の親族が負担することになっている国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、厚生年
金、雇用保険、介護保険などの社会保険料を支払つた場合

【領収証等のコピー添付】控除額 :支払つた金額又は給与等から控除された金額

①
小規模企業共済
等 掛 金 控 除

小規模企業共済法に基づく第1種共済契約金及び地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払つた場合
控除額 :支払つた金額 〔掛金払込証明醤等のコヒー添付]

0 生命保険料控除

本人又は本人と生計を―にする配偶者やその他の親族を受取人とする生命保険料又は個人年金保険料を支払つた場合

12,000円 l以下 支払保険料等の金額

支払保険料等の金額×1/2+6,000円
32,001円 -56,000円 支払保険料等の金額×1/4+14,000円

料
料
料

険
険
険

新
介
新

001 以上

12,001円 -32,000円

28,000円

支払保険料等の金額

支払保険料等の金額×1/2+7,500円

支払保険料等の金額×1/4+17,500円
料
料

険
険保

保
金

命
年人

生
個

日
日 001 ～70 000円

15,000円 l以下

70,001円 1以上

15,001F]-40,000円

35,000円

瞼曖
△ロ

保
場

の
る

耐
一

・‐日
約

新
契

それぞれの控除ごとにO新契約のみで申告、②旧契約のみで申告、O新旧両契約で申告の
いずれかを選択できます。※③を選択する場合は、それぞれの合計額が申告額となりま
す。<限度額28,000円 >

控除額年間の支払保険料等保険料の区分

【控除証明書のコピー添付】

l_51 地震保険料控除

している家屋を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災等により生
じた損失額を補填する保険金が支払われる地震保険料を支払つた場合<限度額25,000円 >

50,000円 1以下 支払つた保険料の1/2
地 震 保 険 の み 加 入

50,001円 1以上 25,000円

5,000円以下 支払つた保険料の金額

5,001円～ 15,000円 保険料の1/2+2,500円旧長期損害保険のみ加入
15,001円以上 10,000円

1つの保険で地震保険と旧長期損害
保険が備わ つている保険に加入

地震保険控除と旧長期損害保険控除のどちらかを選択

控除額年間の支払保険料等保険料の区分

本人又は本人と生計を―にする配偶者やそ

【控除証明書のコピー添付】

寡   婦

・夫と死別又は離婚後婚姻していない人で、扶養親族がいる人又は生計を―にする親族である子を有す
る人 (子の前年中の総所得金額等は48万円以下)

。夫と死別後婚姻していない人で、前年中の合計所得金額が500万円以下の人
26万円

ひとり親
前年中の合計所得金額が500万円以下で、現在婚姻関係を結んでいる者がいない、かつ、同一生計であ
る子を有する人 (子の前年中の総所得金額等は48万円以下)

30万円

⑭

⑫ 寡婦、ひとり親控除

す る

O 勤 労 学 生 控 除
本人が学生 。生徒で合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万円以下の場合
控除額 :26万 円 【在学証明書や学生証のコピー添付】

① 障 害 者 控 除

障害者手帳・福祉事務所発行の障害者控除対象者認定書のコピー添付】

障 害 者 身体障害者手帳3～6等級、療育手帳 B、 精神障害者保健福祉手帳2・ 3級など 26万円

特別障害者 身体障害者手帳1～ 2等級、療育手帳A、 精神障害者保健福祉手帳1級など 30万円 53万円

控除額身体障害者手帳等の種別

本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合

⑩ 配 偶 者 控 除

同一生計配偶者 (本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下)で、納税義務者の合計所得が1,000万円以下の場合

配偶者 (昭和26年 1月 2日以降生まれ) 33万円 22万円 11万円

老人配偶者 (昭和26年 1月 1日 以前生まれ) 38万円 26万円 13万円

1,000天テI∃ Eえ

‐
下95900万

Э 配偶者特別控除

本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満で、納税義務者の合計所得が1,000万 円以下の場合

1,150,001円～1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円～1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円～1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円 ～1,330,000円 3万円 2万円 1万円

1

950万円超
,000万 F]以下900万 円以下

配偶者の所得金額
合計所得

480,001円 ～1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円～1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円～1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円～1,150,000円 21万円 14万円 7万円

900万円以下
配偶者の所得金額

2 扶 養 控 除

本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合

①老人扶養 (昭和26年 1月 1日以前生まれ/70歳以上) 38万円

②同居老親等扶養 (Cの うち本人又は配偶者と同居している直系尊属) 45万円

0-般扶養 (昭和26年 1月 2日 ～平成10年 1月 1日生まれ/23歳以上70歳未満) 33万円

④特定扶養 (平成10年 1月 2日 ～平成14年 1月 1日生まね/19歳以上23歳未満) 45万円

⑤一般扶養 (平成14年 1月 2日 ～平成17年 1月 1日生まれ/16歳以上191歳未満) 33万円

控除額

0
礎
除

基
控

2,400万 円以下 43万円

2,400万 円超2,450万 円以下 29万円

2,450万 円超2,500万 円以下 15万円

控除額所得金額

の
族

柿
親

歳
養

６１
扶

合計所得金額が48万円以下の16歳未満 (平成17年 1月 2日以降生まね)の扶養親族がいる場合
(扶養控除は廃止さねましたが、税額の計算に用います。)

所 得 か ら 差 し 引 か れ る 金 額

控除額区分 内容

区分 同居

区分

調

900万 F3超
950万円以下

900万 円超
950万 円以下

区分


